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　都営住宅等にお住まいの方は、次のような場合、明渡請求を受けることになりますので、このよ
うなことのないよう十分ご注意ください。

　なお、高額所得者に対する明渡請求については43・44ページをご覧ください。

　○　不正の行為により入居したとき。
　○　正当な理由なく３か月以上使用料を滞納したとき。
　○　許可なく１か月以上住宅を使用しないとき。
　○　住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
　○　騒音、悪臭等の近隣迷惑行為が著しく悪質・深刻であり、かつ、注意・指導によっても是正
　　されないとき。
　○　住宅を取得したとき。
　○　名義人または世帯員が暴力団員（※）であることが判明したとき。
　○　東京都営住宅条例等又はこれに基づく知事の指示命令に違反したとき。
　○　前各号のほか、知事が住宅の管理上必要があると認めたとき。
　※　暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規定され
　　ている暴力団員のことをいう。

　使用許可している住宅が築年数の経過により建替になるときは、住宅を移転していただきます。
　○　事前に連絡し、説明会を開いて建替の説明をします。
　○　移転先の住宅は東京都において用意します。ただし、移転先を用意するにあたって、個別の
　　事情（通学、通院等）については用意しきれないこともありますのでご承知ください。
　○　移転費等は、東京都の基準においてお支払いします。

４－７　明　渡　請　求

４－８　使用許可している住宅からの建替による移転

３－７　連絡員

 　都営住宅等では、お住まいのみなさんの中から、自治会の推薦を受けた方を「連絡員」として選
任し、各団地内で必要な業務の一部を行っていただいています。
 
○連絡員の主な業務
・「すまいのひろば」や東京都住宅供給公社からのお知らせなどの配布、掲示など
・専用水道、簡易専用水道、特定小規模水道の水質検査
・火災や事故、事件等の緊急時の東京都住宅供給公社等への連絡通報など
※申請や修繕の受付、住まい方の指導などは連絡員の業務に含まれていません。
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